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今
年
4
月
か
ら
導
入
さ
れ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
量
に
応
じ
た

定
率
負
担
（
１
割
負
担
）
に
よ
り
、
大
半
の
利
用
者
世
帯
に
お
い
て
負
担

が
非
常
に
大
き
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
市
で
は
、
独
自
の
施
策
と
し
て
負

担
軽
減
措
置
を
実
施
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
不
公
平
感
を
な
く
す
よ
う
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
や
所
得
、
利
用

量
の
多
少
に
関
わ
ら
ず
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
る
方
全
員
を
対
象
と
し

て
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
や
す
い
環
境
に
整
備
す
る
も
の
で
す
。

利
用
者
負
担
の
軽
減
内
容

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス（
介
護
給
付
、

訓
練
等
給
付
）
と
日
中
一
時
支
援
事

業
や
経
過
的
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
な

ど
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
利
用
者

に
つ
い
て
は
、
本
来
の
利
用
者
負
担

額
か
ら
、
左
記
の
と
お
り
軽
減
し
ま

す
。

年
末
調
整
説
明
会

年
末
調
整
は
、
毎
月
の
給
料
や
ボ

ー
ナ
ス
か
ら
源
泉
徴
収
し
た
所
得
税

と
、
一
年
間
の
給
与
総
額
に
対
す
る

年
税
額
と
の
差
額
を
精
算
す
る
も
の

で
す
。

給
与
所
得
者
に
と
っ
て
は
確
定
申

告
に
代
わ
る
大
切
な
手
続
き
と
な
っ

て
い
ま
す
。
説
明
会
を
次
の
日
程
で

開
催
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

問
　
石
巻
税
務
署
　
法
人
課
税
第
一

部
門
　
1
２３
‐
８
１
５
６

利
用
者
負
担
の
総
合
上
限
制
度

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス（
介
護
給
付
、

訓
練
等
給
付
）
と
地
域
生
活
支
援
事

業
を
併
用
さ
れ
る
方
に
つ
い
て
は
、

利
用
者
負
担
が
過
大
に
な
る
恐
れ
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
市
で
は
、
１
月
あ

た
り
の
利
用
者
負
担
額
の
合
計
が
下

記
の
金
額
を
超
え
な
い
よ
う
総
合
上

限
月
額
を
設
定
し
、
制
度
改
正
に
よ

る
新
た
な
負
担
増
を
軽
減
す
る
こ
と

に
し
て
い
ま
す
。

問
　
障
害
福
祉
課
（
内
線
６２４
・
６２５
）

・
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

問

問

50％ 

25％ 

12.5％ 

軽減率 年　度 

平成18年度 
（10月以降利用分のみ） 

平成19年度 

平成20年度 

 0円 15,000円 24,600円 37,200円 

 

 0円 15,000円 24,600円 37,200円 

 0円 15,000円 24,600円 37,200円 

 ※低所得１世帯 ⇒ 非課税世帯で本人の年間収入が80万円以下の方 
　低所得２世帯 ⇒ 非課税世帯で低所得１以外の方 
 

区　　　　分 生活保護世帯  低所得１世帯 低所得2世帯 一般課税世帯 

障害福祉サービス 
（介護給付・訓練等給付） 

補装具給付事業 

日常生活用具給付事業 

地域生活支援事業 
（日常生活用具給付事業を除く） 

〒986-0016  石巻市八幡町二丁目4-23　TEL 93-2924  FAX 93-2954 

身体、知的、精神に障害をお持ちの方の各種相談に応じています。 

お気軽にご相談ください。 

障害児(者)相談支援事業所 フリースペース“KAI” 障害児(者)相談支援事業所 フリースペース“KAI” 石巻市の相談支援事業所は です。 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の 

　
　
　
　
利
用
者
負
担
額

利
用
者
負
担
額
を
軽
減
軽
減
し
ま
す

し
ま
す 
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の 

　
　
　
　
利
用
者
負
担
額

利
用
者
負
担
額
を
軽
減
軽
減
し
ま
す

し
ま
す 
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の 

　
　
利
用
者
負
担
額
を
軽
減
し
ま
す 

 11月21日c   石巻文化センター 石巻税務署 

 12月 1 日f  13:30～16:00 河北総合支所  

 12月 4 日b   石巻ルネッサンス館 

 月　　日 時　　間 会　　　場 主　　　催 

石巻税務署 

6石巻法人会 
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石
巻
霊
園
を

使
用
さ
れ
て
い
る
方
へ

石
巻
霊
園
の
使
用
者
が
死
亡
な
ど

で
変
わ
っ
た
と
き
や
、
転
居
な
ど
で

住
所
が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
市
民
課

へ
の
死
亡
届
や
転
居
届
な
ど
の
届
け

出
と
は
別
に
、
環
境
対
策
課
へ
墓
所

の
承
継
届
・
使
用
者
住
所
等
変
更
届

の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

届
け
出
を
し
な
い
ま
ま
に
し
て
お

き
ま
す
と
墓
地
の
使
用
が
で
き
な
く

な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず

届
け
出
を
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ

い
。（
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
）

な
お
、
合
併
に
伴
う
住
所
変
更
の

届
け
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

問
　
環
境
対
策
課
（
内
線
５０７
・
５０８
）

犬
や
猫
は
家
族
の
一
員
で
す
の
で

終
生
責
任
を
も
っ
て
飼
い
ま
し
ょ

う
。
ど
う
し
て
も
飼
え
な
く
な
っ
た

場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

市
で
は
犬
猫
の
引
き
取
り
を
行
っ

て
い
ま
す
。
日
程
を
よ
く
お
確
か
め

の
上
、
引
き
渡
す
日
の
前
日
ま
で
、

環
境
対
策
課
も
し
く
は
会
場
と
な
る

総
合
支
所
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

持
ち
物

犬
の
鑑
札
（
生
後
３
カ
月

を
過
ぎ
て
未
登
録
の
犬
は
、
３
、

０
０
０
円
）・
印
か
ん

問
　
環
境
対
策
課
（
内
線
２６８
・
２６９
）

・
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

犬
・
猫 

犬
・
猫 

飼
え
な
く
な
っ
た
方
へ

飼
え
な
く
な
っ
た
方
へ 

飼
え
な
く
な
っ
た
方
へ 

を を 

 1日（水） 10:00 

 〃 10:30 

 8日（水）   9:30～10:00 

 〃   8:30～12:00 

 15日（水） 13:00～14:00 

 〃 14:00～14:30 

 22日（水）   9:30～10:00 

 〃 14:00

北上総合支所 

河北総合支所 

市役所第１分庁舎内駐車場 

雄勝総合支所 

桃生総合支所 

河南母子健康センター前 

市役所第１分庁舎内駐車場 

牡鹿総合支所 

日　　時 会　　　場 
問

北
鰐
山
墓
地
を

使
用
さ
れ
て
い
る
方
へ

■
移
転
に
ご
協
力
を

市
で
は
、
北
鰐
山
墓
地
か
ら
石
巻

霊
園
な
ど
に
墓
地
を
移
転
す
る
資
金

の
融
資
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
て
い
ま

す
。
移
転
に
ご
協
力
願
い
ま
す
。

■
不
法
投
棄
・
車
両
放
置
は
や
め
ま

し
ょ
う

北
鰐
山
墓
地
は
故
人
が
眠
る
安
ら

ぎ
と
追
慕
の
場
で
す
。
ゴ
ミ
を
捨
て

た
り
、
車
両
を
放
置
し
た
り
す
る
こ

と
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
道
路
に
面
し
た
移
転
墓
所

の
跡
地
は
、墓
参
者
用
の
駐
車
場
で
、

総
合
体
育
館
臨
時
駐
車
場
区
域
を
除

き
、
一
般
の
方
の
駐
車
は
禁
止
し
て

い
ま
す
。
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
必
ず

守
り
ま
し
ょ
う
。

問

庭木の枝や広告看板などは
道路にはみ出さないように！
図のような状態では、歩行者や自転車、
さらには自動車の通行にも支障となった
り、道路標識やカーブミラーが見えにくく
なってしまいます。
庭木は適時に枝払いや刈り込みを行い、
許可を得ていない看板などは道路にはみ出
さないよう自己管理をしてください。
※広告看板などは高さ制限基準をクリアす
れば許可できる（有料）ものもありますの
で、ご相談ください。
問　道路課（内線２９７・３０３）問

　内閣府男女共同参画局は、平成１７年１１月から１２月にかけて、全国
の２０歳以上の男女４，５００人を対象に「男女間における暴力に関する調
査」を実施し、平成１８年４月に結果を公表しました。 
　調査によると、配偶者（事実婚や別居中の夫婦、もと配偶者も含む）か
ら「身体的暴行」「心理的攻撃」「性的強要」のいずれか１つでも受け
たことがあると答えた人は、グラフのとおり女性では３割を越えています。 
　配偶者からの被害経験をまとめてみると、「身体的暴行」「心理的攻
撃」「性的強要」のいずれか１つでも受けたことが“何度もあった”という
人は、女性１０.６パーセント、男性２.６パーセントとなっています。 
　今回の調査から、男女間における暴力について、依然として被害が潜
在しているという深刻な状況が浮き彫りとなっています。 

詳しい報告については、内閣府男女共同参画局ホームページからご覧いただけます。 
（http://www.gender.go.jp/dv/0604reprt.html） 

市民相談センター（市役所第１分庁舎２階） 
月～金曜日　午前８時３０分～午後４時３０分　 
 
 
 
問　男女共同参画推進室（内線６００） 
 

女性に対する暴力根絶の 
ためのシンボルマーク 

【図　配偶者からの被害経験】 
（身体的、心理的、性的いずれか１つでも受けたことがある） 

 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 

女　性 
（1,283人） 

男　性 
（1,045人） 

何度もあった 
１０.６％ 

まったくない 
６４.８％ 
 

１,２度あった 
２２.６％ 

無回答 
２.０％ 

あった（計） 
（３３.２％） 

２.６％ １４.８％ ８０.９％ １.７％ 

（１７.４％） 

あった（計） 

「女性に対する暴力をなくす運動」期間です 「女性に対する暴力をなくす運動」期間です 「女性に対する暴力をなくす運動」期間です 
１１月１２日から日から２５日は日は １１月１２日から日から２５日は日は １１月１２日から２５日は 

　男女共同参画社会づくりをしていく上で、夫・パートナー
からの暴力だけでなく、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハ
ラスメント、ストーカー行為などの女性に対する暴力は、女
性の人権を著しく侵害するものであり、克服すべき重要な課
題です。 
　「暴力は、決して許されるものではない」という意識をみ
んなでしっかり持ち、暴力の根絶に努めましょう。 
　市では、「女性に対する暴力」についての相談窓口を設置
しています。 

市民相談（内線４５０） 
母子支援相談（内線４４５） 

連  絡  先：1 ９５－１１１１ 

「男女間における暴力に関する調査」について 「男女間における暴力に関する調査」について 

問 


